
 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
特

定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
定
款
変
更
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
日 

広
島
県
知
事  

湯 
 

﨑 
 

英 
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利 
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動
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人
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名 
 
 

称 

代

表

者 

の

氏

名 

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

定

款

に

記

載 

さ

れ

た

目

的 

定
款
変
更
の 

内

容 

申

請

の 

あ

っ

た 

年

月

日 

特
定
非
営
利

活

動

法

人

ハ
ー
ト
イ
ヤ 

宮
﨑 

一
松 
広
島
県
福
山

市
緑
陽
町
二

丁
目
二
二
番

一
五
号 

 

こ
の
法
人
は
、
助
け
合

い
の
精
神
を
モ
ッ

ト
ー
に
、
心
身
障
害

児
（
者
）
が
、
そ
の

有
す
る
能
力
及
び
適

正
に
応
じ
、
自
立
し

た
日
常
生
活
又
は
社

会
生
活
を
営
む
こ
と

が
出
来
る
よ
う
、
雇

用
（
雇
用
に
つ
い
て

の
体
験
学
習
を
含

む
）
の
場
の
提
供
や

交
流
に
関
す
る
事
業

を
行
い
、
個
人
の
自

立
と
地
域
福
祉
の
増

進
に
寄
与
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。 

事
業
の
変
更 

 

 

平
成
二
三
年 

五
月
一
六
日 

 


